
午前十時一分 開会

ｏ議長（三ヶ尻正友君） ただいまから、継続市議会定例会を開会いたし

ます。

本日の議事は、お手元に配付いたしております議事日程第二号によ

り行います。

日程第一により、上程中の議第一号から議第十号までに対する質疑

を行います。

それでは、質疑のある方は、発言要求ボタンを押し挙手を願います。

順次発言を許可いたします。

ｏ二十三番（岩男三男君） できるだけ簡潔に、四点ほど質問をしてまい

りたいと思います。

最初に、補正予算の部分から、七ページの繰越明許費補正について

お尋ねいたします。

この一番最後の公園費の中で総合体育館建設事業費が繰り越しになっ

ておりますけれども、これはどういうことなのかということを、まず

お尋ねしたいと思います。これが繰り越すということが、別府市にと

りましては久方ぶりの大型事業でありますし、なぜ繰り越さなければ

いけないのか。本来計画したとおりのことが予定どおりに進んでいけ

るのかどうか、簡潔に答弁をお願いします。

ｏ建設部参事（由川盛登君） お答えいたします。

この体育館の建設事業に当たりましては、国の都市公園整備事業費

の補助を受けて事業を進めてまいっておるところであります。当初の

計画では、平成十三年七月の着工予定で、十三年度工事分の予算計上

を上げさせていただきましたが、国の補助申請の手続きを進めてまい

りましたが、国の機構改革によりまして省庁の編成がなされ、建設省

が国土交通省に変わりました。新体制のもとで新たに国土交通省の九

州地方整備局が窓口となり、審査の受け直しを受けたわけでございま

す。そのために承認が大幅におくれまして、入札執行ができなくなり

まして、結果、議員皆さんも御承知のとおり九月議会で御承認をいた

だいて十月に着工という運びになりましたので、当初の計画より三カ

月間おくれた、その分の出来高分七億二百二十一万六千円を繰り越し

お願いするものでございます。なお、国・県には事前にその旨の御了

解を得て、工事に着手いたしたところでございます。

現場は、現在一、二階部分の鉄骨の組み上げを行っているところで

ありまして、今年度末までには、三月末までには一三％の契約当時の

出来高はクリアいたします。十四年度、来年の三月、十五年の三月末

までは八〇％、予定どおり進めるように工程表は推移いたしておりま

す。この八月には鉄骨が全部終わりまして、九月からは屋根ぶき工事、

十一月には屋根ぶき工事が終わりまして内装ということで、工事につ

いては順調に推移をいたしております。

ｏ二十三番（岩男三男君） 説明はよくわかりました。今後行うであろう

上棟式、また定礎式等もあろうかと思いますが、どうか無事故で別府
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市の市民が誇れるような、すばらしい施設をつくるために全力を挙げ

ていただきたいと思います。

次に二十九ページ、年金にかかわることですが、その説明。基礎年

金事務に要する経費の減額というのが出ておりますけれども、担当者

はお入りになりますか、部長いいですか。この説明と、報道等により

ますと、この年金の窓口というか、年金の収納事務が国に、国の方で

行うというようになるようですけれども、どういう方向になるのか。

そうなれば国民年金課の窓口業務は、今、国保と同じ場所で課長も両

方見ながらやっていると思うんですが、今後の年金業務はどうなるの

か、その点をお知らせください。ｏ保険年金課長（田仲良行君） お

答えいたします。

平成十四年四月より、国民年金にかかる収納事務、資格管理事務等

が主なものでございまして、このものが社会保険庁の方に移行すると

いうことになります。それに伴いまして、これまで保険料の収納業務

をしていただいた嘱託徴収員も解雇せざるを得ない状況となりました。

この嘱託制度は、平成二年九月より施行し、市としても随分助けてい

ただきました。徴収員の皆さんの四月以降については、人数等が現在

定かではないのですが、社会保険事務所の方で雇用する計画もありま

す。できるだけ雇用していただけるように市としても最大限の努力を

していきたいと考えております。

収納事務と、先ほど申しました資格管理事務がなくなるわけでござ

いますが、主に窓口の年金相談等、あと免除事務、そういうのが残り

ます。規模は、半分以下ぐらいになるのではないかと考えております。

ｏ二十三番（岩男三男君） 肝心のこの予算の説明がなかったんですが、

ここに上がっている数字ですね。これと、今言われましたけれども、

嘱託業務に七名の方が従事しているけれども、これが国が収納業務を

するようになると、これらの人たちが今後どうなるかということが、

いまだ決まっていないようですが、どうかこれらの人たちが路頭に迷

うことなく、体制をつくっていただきたいと思います。あわせて国保

の件を質問しますので、その冒頭に答弁をしてください。

この特別会計の十五ページ。ここに別府市国民健康保険基金の積立

金ということで計上されております。この説明と、たしか去年も一億

三千七百万程度の積み立てが行われたのではないかと思いますが、こ

の収納業務にしっかりと課長以下職員の皆さんが取り組んでいただい

たたまもので、こうした結果が出ていると思うのですけれども、この

基金積み立ての主たる原因と、あわせて時間省略のためにお聞きしま

すけれども、こうして基金ができるということは、国保に加入してい

る人たちは、非常に生活基盤の弱い人たちです。これらの人たちの国

保税を少しでも安くしてあげる、減額をしてあげる、このような考え

に、市長も以前、私とのやり取りの中で、そういう方向も考えている

ということでしたけれども、基金をふやすだけなのか。今後どのよう

な体制でこれらの生活基盤の弱い国保加入者の、特に低所得者の方々
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に対する対策、それについてはどのようにお考えですか。

ｏ保険年金課長（田仲良行君） お答えいたします。

先ほどの一般会計の補正予算の二十九ページの、歳出にかかる部分

の基礎年金事務に要する経費の減額の説明をさせていただきます。

一応減額の分で百五十四万円、内訳はそこに書いてございますけれ

ども、共済費が六万円、印刷製本費が九十万円の減額、通信運搬費が

七十万円の減額で、差し引き百五十四万円の減額補正をさせていただ

きました。この内容につきましては、社会保険庁の方から歳入として

入ってくる六千三十八万七千円の一部の内訳でございます。残りは、

人件費として扱っているものでございます。以上が、歳出部分の基礎

年金の説明でございます。

続きまして、二点目の基金でございますけれども、平成十二年度の

決算剰余金四億八千八百五万二千円を地方財政法第七条の規定に基づ

きまして二分の一、すなわち二億四千四百二万七千円を基金として積

み立てるものでございます。要因でございますけれども、平成十一年

度、十二年度と二年連続して、おかげさまで決算剰余金を生じること

ができました。この主な要因でございますけれども、収納率もわずか

ずつではありますが右肩上がりの状態が続いていること、それと医療

費の伸びが、突発的な病気もなく例年並みであったということが主な

要因と分析をいたしております。

先ほど議員さんが申されましたけれども、低所得者対策といいます

か、保険税の減額等につきましては、この保有額でございますけれど

も、これは国の予算編成通知にありますが、保険給付費の五％以上の

相当額を積み立てることとあります。別府市は、その保険給付額が現

在約百億円でございますので、その五％以上、すなわち五億か六億を

当初の目的として積み立て、その後、議員さんが申されましたそうい

う対策、税率改正等をにらんでいきたいなと思っております。

ｏ二十三番（岩男三男君） 昨年度と今年度合わせると三億七千万程度の

基金ができるということで、ぜひ頑張って、収納率にしましても昨年

度よりも〇・三一、八九・九二という今までにない、十一年が八九・

六一、十年が八九・三八、平成六年からずっと、少しずつではあるけ

れども上がってきている。このままいけば、収納率九〇％も可能では

ないかと思います。職員の皆さんも頑張っていただいてここまで持っ

てきていただきましたけれども、市長以下部課長も収納のために取り

組んでいただいて敬意を表しますが、やはりこうした国保税にしろ税

金あるいは市営住宅の家賃にしても、ためればなかなか払えなくなる。

ぜひ少ないうちに取り組んでいただきたい。そして、これが一日も早

くこうした国保税に加入している人たちの軽減につながるように取り

組みを強く要望しておきます。後で市長、最後にまた答弁があったら。

もう一つだけ質問をさせていただきます。

次に温泉事業特別会計についてお尋ねします。まだ質問を続けます。

終わったわけではありません。
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特別会計の五十七ページ、堀田温泉建設事業債の減額、こういうこ

とで計上されておりますけれども、これはどういうことなのか。平成

十二年から総工費三億四千万をかけて別府八湯を充実するためにとい

うことで、別府観光発展のためにも非常に大事な事業だということで

続けてきましたけれども、この平成十三年度の予算が減額されて新年

度に持ち越されようとしているけれども、これはどういうことなのか

説明を求めます。

ｏ温泉課長（安部和男君） お答えいたします。

堀田温泉建設事業につきましては、温泉建設予定地の前を通る県道

拡幅工事が、平成十四年度中に完成することにあわせて、平成十二年

度に用地買収及び造成を実施いたしたところでございます。平成十三

年度に建物実施設計、建築工事を発注、平成十四年十一月に完成、十

五年一月オープンする予定でございました。平成十二年度には計画ど

おり事業完了しましたが、今年度になり県道拡幅工事において用地交

渉が難航いたしたと聞いております。平成十四年度中に完成予定の道

路整備が、平成十六年度までに事業期間が延長になったというふうに

とらえております。市として、私どもの温泉課としましては、当該温

泉施設の入り口に接する県道整備完成のおくれは、温泉施設利用者に

対して支障を来すことになりますので、仮設道路設置等の整備を行う

よう、県の土木工事事務所と協議を重ねていたということでございま

す。その結果、ことしになり、温泉施設に接する仮設道路の整備を平

成十四年度中に行うとの回答が得られております。また、これに並行

しまして、地元自治会と施設整備内容の説明会を実施いたしました。

その内容について、地元住民が利用しやすく、周辺に集客力のある施

設がない堀田地区の活性化につながるような施設づくりを検討してほ

しい旨の要望が出ております。そのため今年度中は地元住民の意見を

集約し、施設の整備内容を検討いたしたいというふうに考えておりま

す。実施設計の発注は来年度に見送るということで、そういう事情で

ございます。なお実施設計につきましては、平成十四年四月早々に発

注し、七月中旬には建設工事に着手することができるよう考えており

ます。

ｏ二十三番（岩男三男君） 今の答弁では、納得できませんね。議会に対

して、当初予算として実施設計そして工事費を計上しながら、県の用

地買収がおくれたがために発注できなかった。県が悪い、県が悪いと

いうように今の答弁は聞こえるわけですけれども、議会に対して当初

予算、ここに平成十三年度の予算書がありますけれども、その中に実

施設計等委託料六百八十七万六千円、工事請負費五千七百万円。当初

予算ですよ、これは。当初予算に計上しながら、この一年間あなた方

は何をしてきたのか。市民や地元住民の声を聞いて実施設計として予

算を計上したんじゃないのですか。予算を計上してから、住民の声を

聞くのですか。今の答弁では納得できませんよ。部長、答弁してくだ

さい。
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ｏ観光経済部長（池部 光君） お答えいたします。

実施設計が実施できなかったということに対しましては、私は担当

といたしまして、非常に申しわけなく思っております。今課長からる

る御説明をいたしましたが、御指摘のとおりだろうというふうな思い

もいたしておりますが、ただやはり別府八湯の一つであります堀田温

泉は、県道拡幅も完成するというようなところに合わせまして、工事

の着工・完成を目指したところでございますが、そういう道路の拡幅

の問題もございましたし、さらに地元と当初でございますが、本市が

地元に提案しておりました施設内でございますが、内湯と露天ぶろと

ーー内湯というのは普通浴でございますーーということでございまし

た。もう少し施設面での充実をという声もございましたし、さらには

湯量の確保という面ではこれで十分でございますが、地元といたしま

しても、さらによりよい堀田温泉の建設をということで、湯量の確保

につきましても最大限の御協力をしたいというようなお話もございま

して、私どもといたしましては、今一度施設の内容、規模といたしま

しては柴石温泉と同等というようなことを考えておりましたが、それ

以降、建築住宅課、私ども温泉課等々で、よりよい施設にすべく内部

協議を重ねてきたところでございますし、先ほどの道路の拡幅に合わ

せまして、オープン時期を若干ずらしてでも、やはりオープンしたあ

との経営上の問題もございますし、そういうことを何点か考える中で

そのような実施設計を直さざるを得ないということになったわけでご

ざいますが、これに対しましては冒頭申し上げましたように、大変担

当といたしまして申しわけなく思っておりますし、減額分をそっくり、

六千四百万を当初予算に議員御指摘のとおり計上させていただいてお

ります。私ども今後、課長から御説明がありましたとおり、四月にな

りましてすぐ発注できるように準備いたしまして、年度内の完成に向

けて最大限の努力をいたしたい。

さらにもう一点申し上げますと、この点につきましては、地元自治

会、会長等とも御説明をし、御理解をお願いしているところでござい

ます。

ｏ二十三番（岩男三男君） 詭弁を弄するとは、そういうことを言うので

はないですか、部長、詭弁を弄するな、何を言っている。議会に対し

て当初で上がってきている。地元の説明会等があったから実施設計が

おくれた、地元の人たちとどこで何回協議をしたのですか。ではこの

設計は、具体的に設計をするのは建築住宅課ではないのですか。ここ

に設計委託をしたのではないのですか。いつしたのですか。それとも

しなかったのか。しなかったということは、温泉課が何にもしなかっ

たということになりますよ。田中真紀子さんのテレビ中継等を見てお

ったら、私が前へ進もうとすればスカートを踏んで前へ進めない。こ

の実施設計あるいはこの工事について、この工事に対して、だれ一人

反対する人はいないのでしょう。こういう予算の計上をしてくると、

無料温泉をつくる会が裁判しているためですかとか、いろんな憶測が
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生まれてくる。迷惑です。四番議員も、この大型温泉を、堀田温泉を

つくることについては何ら反対はしませんと言う。表現はちょっと違

うかしれませんけれども、明言されている。何でこの予算を、実施設

計をするのに、道路の拡張は何の問題があるんですか。建築住宅課に

委託したのですか。その後の流れは、なぜこれができなかったのか。

ぴしっと答弁してください。市長が、「ちょっと待っておけ」と言っ

たのですか。

ｏ観光経済部長（池部 光君） お答えいたします。

先ほどの答弁のとおりでございまして、私どもといたしましては、

当初で計上、議決をいただきましたので、鋭意取り組んだところでご

ざいますが、よりよい施設整備ということで、さらに先ほど申し上げ

ました湯量の確保等の見込みもお話の中で出てきておりますので、そ

ういうことで時間を要し、建築住宅課とも協議を、当然でございます

が、私どもが主管課でございますので、施設の内容等について、ある

いは技術的なことにつきましては建築の方からアドバイスといいます

か、御協議をしていただいたところでございます。いずれにいたしま

しても、設計自体は委託ということで外部発注する予定でございます

が、ここに至ってないということで、先ほども申し上げましたように、

非常に申し訳なく思っておるところでございます。

ｏ二十三番（岩男三男君） 今の答弁では、納得できませんよ。あなた方

は昨年、建築住宅課に委託したのですか、しないのですか。その部分

については、答弁がないではないですか。

ｏ観光経済部長（池部 光君） お答えいたします。

委託につきましては、建築の方にお願いをいたしておりまして、ず

っと建築住宅課とも内部協議を続けてきたところでございます。

ｏ二十三番（岩男三男君） はっきり答弁した方がいいですよ。そのまま

委託した状態にあるのですか、今も。温泉課長、何月に委託して、そ

のまま現在も委託した状態にあれば、建築住宅課が怠慢ということに

なるじゃないですか。

ｏ観光経済部長（池部 光君） お答えいたします。

委託につきましては、先ほど申し上げましたように、私ども温泉課

が主管課でございますので、当然いわゆる個人でいいますと施主でご

ざいます。私どもの考え方を建築住宅課に示す中で、建築住宅課とし

ての専門的な御意見をいただきながら、内部を充実した設計の内容に

していきたいということで、協議を進めているところでございます。

ｏ二十三番（岩男三男君） 部長、去年の七月に住宅住宅課に委託したで

しょう。十一月に取り下げているではないですか。もういいと、引っ

込めたでしょう。十一月か十二月か知りませんけれども、昨年の暮れ

に。温泉課長、間違いありますか。

ｏ温泉課長（安部和男君） 二十三番議員さんのおっしゃるとおりでござ

います。

ｏ二十三番（岩男三男君） 何で取り下げなければならないか、何で取り
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下げなければならなかったのか。明確な理由を説明してください。

ｏ温泉課長（安部和男君） 取り下げた件でございますが、内容につきま

しては、観光経済部長が申し上げたように、内部、施設の内容、こう

いったものを十分検討いたしたいというふうで取り下げております。

ｏ二十三番（岩男三男君） 別府「八湯」ではないけれども、「はっと」

するような答弁が返ってくる。この事業がおくれる。十五年一月完成

を目指したのが、部長の説明によると二カ月おくれるだけだ。観光経

済部長さん、あなたはこの二カ月の重みというのがわかっているので

すか。平成十五年一月に堀田温泉が開業する、オープンする。そして

観光宣伝をするのと三月にするのと、大きな違いですよ。しかもこの

実施設計が、工事はいい、工事は。工事は県がおくれたというから、

それで納得しましょう。実施設計がおくれたという理由は何にもない

ではないですか。湯量がどうだ。湯量がないところに大型温泉を計画

するのですか。最初からあったではないですか。地元の合意。地元の

合意は、再三にわたって地元の自治会長が、組長さんを何年も、三年

も四年もにわたって住民の総意を取りつけた。市営の大型温泉、この

堀田の地の発展のためにということで、有料であってもやむを得ない。

そこまで来ながら、いまだにここに実施設計も上がってこない。議会

軽視も甚だしいではないですか。これ、議会で議決したことではない

ですか。もう少しきちっと納得できる答弁をしなさいよ。議長、ちゃ

んと納得できる答弁をさせてください。

ｏ議長（三ヶ尻正友君） 休憩いたします。

午前十時二十九分 休憩

午前十時四十一分 再開

ｏ議長（三ヶ尻正友君） 再開いたします。

ｏ二十三番（岩男三男君） 今までの答弁で、到底納得できるものではあ

りません。本来、年度の最終にこのような予算を、何ら議会に対して

説明もなしに上げてくる。大変に問題がある。なぜ途中で調査会なり、

あるいは議会に対して、こういう経過になっていますという報告をし

なかったのか、非常に疑問がある。こうした当初予算で上げてくる予

算の重み、そして予算の執行、そうしたことに対して当局としては、

もう一度認識を新たにして取り組みをしていただきたいと思います。

この件について総括して助役、答弁を求めます。

ｏ助役（安倍一郎君） お答えをさせていただきます。

議員御指摘のとおり、当初予算でお認めをいただきました予算の執

行を最終まで延ばしまして、しかもこういうような状況に立ち至った

ことについては、議会に対しましてまことに申しわけない、こういう

ふうに思っております。

私どもといたしましては、これも議員御指摘のとおり今ありました

ように、いろいろな、部長からも課長からもお答えを申し上げました

理由はあるのでありますが、それにしろ、いずれにいたしましても、

これまでここに至るまでに調査会等をお開きいただきまして、そのい
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ろいろな事情を調査会で早目に御説明を申し上げ、議会の御理解をい

ただくべきであった、こういうふうに考えております。

今後こういった事態を招くことのないよう、執行に当たりましては

万全を注意を払っていきたい、このように考えておりますので、ぜひ

この点、今回のこの件については御承認を賜りますようにお願いを申

し上げます。

ｏ二十三番（岩男三男君） 一応、今の助役の答弁で納得できるものでは

ありませんけれども、今後の取り組みを見させていただきまして、き

ょうは議案質疑でありますので、また委員会等でこの問題については

質問をさせていただくことにしまして、以上をもって質問を終わりま

す。

ｏ十一番（高橋美智子君） 老人福祉事業について質問いたします。一般

会計の補正予算、三十一ページ、老人福祉事業費について質問いたし

ます。担当課の方、お願いいたします。

この老人福祉事業費については、特にこれは委託料でございますが、

生きがい対策というか、介護予防のためにいろいろな支援をする事業

が、ほとんど減額というか、不用額として残っている。大変数が多い

と思うのですが、特に〇八二六の生きがい活動支援通所による経費と

か、それから〇八四五の家族介護用品支給に要する経費の減額につき

まして、なぜこのように不用額になったのか、そこのところを説明し

ていただきたいと思います。

ｏ高齢者福祉課長（伊豆富生君） お答えいたします。

今回の減額の理由でございますが、例えばこれは寝たきり老人介護

見舞金とか、そういうものは三万円の支給をするわけですが、これは

百八十人を見込んでいたところ、三月末で百二十五人と、いわゆる利

用者が少なくなったというふうなことでございます。例えば次に生き

がい活動支援通所に要する経費も、これも減額でございますが、これ

につきましても利用者が二千人弱少なくなったということで減額して

いるものでございます。

ちなみに、先ほど申しました家族用品の支給に要する経費の減額で

ございますが、これは当初一人頭十万円以内です。四十人で四百万円

を見込んでいましたが、今年度の見込みでは二十六人と、これまた利

用者が激減したものでございます。また、それと利用額が十万円以内

ということで、助成金を利用する方の助成金額が下回ったのも理由の

一つと考えられております。それでもこのような事業の減額でありま

すが、高齢者福祉という観点から、いつでもだれでも受けられるよう

に多くの予算をいただき、住民ニーズにこたえられるように体制づく

りをしているのが現状でございまして、またＰＲ活動にも多く力を注

いでいるものでございます。

ｏ十一番（高橋美智子君） この介護予防的な事業については大変評判が

よくて、皆さんが好評といいますか、望んでいるということはもう十

分わかっているのです。そしてこの数値が、私は希望された数が実際
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に減ったからこういうふうになったという、それだけ見ればそうだと

思います。しかし本来は、やはり介護用具なんかにつきましては、か

なりＰＲが不足というか、知らない人が大分あります。そしてその中

でした分だけ、当初の人数よりも減ったということは、やはり利用と

いうか、人はたくさんいるのだけれども、供給するまでの宣伝といい

ますか、そういうものが、やはり私は高齢者福祉課の方たちはやっぱ

り努力が足りなかったのではないかと思うのです。というのが、これ

はかなりの、ほかの市町村に行ってみましても大変いろいろなことが

ふえているわけですね、実際に。それを今度、これはもう補正だけで

すから、十四年度の予算のあれを見ましても減額したような形で出て

いるので、これは減らさないで、やはり本当にこういう介護を受ける

前段のところで、きちんと市町村が手当てをしなければおかしいので

はないかというふうに思いますので、こういうのをもう少し宣伝と、

それから皆さんに徹底するような指導をやはりすべきではないか、そ

ういうふうにお願いをしておきます。

では次にまいります。私立大学・短期大学の施設設備に要する経費

について質問いたします。関係者の方、お願いいたします。これは、

どこの大学に一億のお金を、どういう内容で出すのか。それから、そ

れになったいきさつについても説明をお願いしたいと思います。それ

から、国や県の割合もどれぐらい出るのか、お願いいたします。

ｏ企画調整課長（藤原洋行君） お答えいたします。

この私立大学・短期大学施設整備補助金でございますが、学校法人

別府大学から交付要望がございまして、その内容としましては、四号

館講義棟の改修、また三十四号館講義棟の新築、食物栄養学部実習棟

の新築、この改修・新築工事を含めまして総事業費が十一億九千八百

万円程度となっております。

そこでこの経緯といいますか、国・県というような割り当てという

ことでございますが、国の方からはありませんが、県の方としまして、

昨年の十二月二十日ではございますが、交付金額について決定通知書

を別府大学に送っている状況でございます。

ｏ十一番（高橋美智子君） これは何か前にほかの、例えば亀川の短期大

学のそこにもこういうようなものが必要とする場合には、同じように

こういうふうな補助金が出るのか、それについてお答えしてください。

ｏ企画調整課長（藤原洋行君） お答えいたします。

現在、別府市私立大学・短期大学施設整備費補助金交付要綱という

のがございます。その要綱の中に該当しますと、当然のことながらと

いいますか、その事業内容等が交付要綱の中で完全にクリアできまし

たら交付するような形になるのではないかと考えております。

ｏ十一番（高橋美智子君） 国からの要綱であるから出すということで、

ちょっと私は……、栄養士の問題ですかね、そういう課の設置につい

て、別府市はやはりこの栄養科ということが、食物科といいますか、

そんなのが必要であると、そういう需要があってこの大学を、この科
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に対して期待をして、この科に対しても補助金を出そうという協議は

されたのかどうかわかりませんけれども、この栄養科というのが管理

栄養士の資格なんかも大分県はほとんどされてないという実態で、特

に別府市は御存じのように行政の方の管理栄養士の枠といいますか、

そういうのはほとんど不足している。ただ普通の別府市内の病院とか

いろんな施設では管理栄養士がいるわけですけれども、行政なんかに

はない。そういう中で別府市がお金を出すならば、それはやはり必要

であるからということであれば、もちろん学校はこういうふうに設置

して科をつくるということはいいと思うのですけれども、そこのとこ

ろは、ただお金は出すけれども、実際に行政はそれについては、そう

いう管理栄養士の人たちの職業といいますか、そういうことは余り、

ほとんどの採用はされてないわけですね、行政の中に。だから、こう

いうふうに科をつくった以上は、別府市もかかわって行政としてもや

はりその人たちの後もきちんと採用というか、そういうようなことを

するための需要であろうと思うわけです。ですから、その点について

はどういうふうに考えているのかをお聞きしたいと思います。

ｏ企画財政部長（須田一弘君） 今回の別府大学に対する補助金につきま

しては、本市でつくっております補助金の交付要綱に基づきまして交

付するものでございまして、その中の条件といたしましては、まず学

部・学科の新設あるいは増設ということが一つの条件で、さらにこれ

に加えて収容定員がふえるというような二つの条件を満たした場合に、

この補助要綱におきまして交付するものでございます。

先ほど御質問のありました管理栄養士というようなことで、これに

ついては本当に新たな学科であろうと私どもは、本市内においては非

常に新しい学科であろうと十分に認識しているところでございます。

これについて、やはり本市においてもいろいろな職種がございますの

で、今後の職員の採用計画の中でやはり市内にこういう大学がござい

ますので、こういうことも十分に配慮しながら計画をしていくべきも

のと考える次第でございますが、あくまでも今回は補助要綱の条件に

マッチしたということで交付するものでございます。

ｏ十一番（高橋美智子君） 今言ったように補助要綱のことについては、

もう十分わかっております。ただ今言ったように、別府大学はいろん

な科をつくって今いろいろなことに努力しているのはわかるのですけ

れども、実際にそれを採用する側のところの窓口がほとんどないわけ

ですね、栄養士なんかの。それで、せっかく補助金を出して人数は、

大学生はたくさんするけれども、つくるときだけはそういう形である

けれども、実際に後までは面倒を見ないという言い方は失礼かもしれ

ませんけれども、別府市にとって必要だからその科をつくるのである

から、やはり行政もそれに対して携わっていくような形をぜひしてい

ただきたい、そういう要望を申し上げておきます。

それでは、次にまいります。最後でございますが、学校管理費につ

いてお尋ねします。五十ページの〇八四二の市立学校の統合に要する
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経費の減額について質問いたします。

この統合についていろいろな中で、話し合いの中で敷地のこと、測

量のこと、それから地質調査についていろいろ心配をしましたけれど

も、それはほとんど難なくさっと浜脇小学校に決まった経過がござい

ますけれども、ちょっとこの中で見て、基本計画設計委託料や、それ

から特に私はこれはなぜなのかなと不思議に思うのは、当初予算の実

施設計委託料というのがかなり不用額として残っています。これにつ

いて余り多いので、こういうような特に学校施設設備の経費に要する

減額が、不用額がこういうふうにいつも多いのかなといろんなことを、

大規模改修を見ても特に思いますし、このことについて説明をお願い

したいと思います。

ｏ教育総務課長（安部 強君） お答えいたします。

〇八四二の市立学校の統合に要する経費、これの委託料の実施設計

委託料でございます。当初予算で三千二百九十一万八千円を計上させ

ていただいております。これにつきまして入札の結果、一千五百十二

万円という結果になりまして、差し引き一千七百七十九万八千円を今

回減額をお願いするものでございます。当初予算につきましては、建

築設計の基準に基づきまして予算計上をお願いしたものでございます。

ｏ十一番（高橋美智子君） だから、半分ぐらいの額で済んだというのは、

それが当初予算に立てた計画が、何か形が変更されて大変小規模になった

とか、そんなことはないのだろうと思うのですけれども、それを心配

するわけですけれども、こんなに半額で済んだというのは、何か初め

の計画が適当ではなかったのではないかと、そういうふうに思うので

すが……。

ｏ契約検査課長（加藤隆久君） お答えをさせていただきます。

契約検査課といたしましては、事業原課から上がってきました設計

金額をベースに予定価格を作成して入札に付した結果でございます。

ｏ十一番（高橋美智子君） 契約検査課では問題はない。その額で落ちた

からというのは、もう当然そうだろうと思うのですけれども、だから

最初の計画のときにその金額が妥当だったかどうかということが、ち

ょっといろいろ学校大規模改修なんか見ても、何となく全部が残る、

不用額で残すという一つの何か目的があるような感じがしてならない

のです。それでそういうふうにお尋ねをしましたので、これからはや

はりそこら辺の余り差がある計画といいますか、基本計画というのは、

ちょっと問題があるのではないか、そういうことを指摘をしておきた

いと思います。

ｏ四番（平野文活君） まず、地方交付税のことについてお伺いします。

一般会計補正予算の十一ページですかね。二億九千八百八十五万二千

円という補正額が出ておりますが、そして合計で八十六億四千八百八

十五万二千円というふうに交付税の金額が決まっておりますが、昨年

度との比較ではどうでしょうか。どれくらい減らされたのでしょうか。

ｏ財政課長（友永哲男君） お答えいたします。
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交付税におきましては、普通交付税、普通地方交付税、特別交付税

がございます。そういう中で現在決まっておりますのは普通地方交付

税でございますので、普通地方交付税の方から御説明申し上げます。

十二年度決算におきますと八十九億二千六百二十四万三千円、十三

年度におきましては八十二億九千八百八十五万二千円。この差におき

ましては、六億二千七百三十九万一千円の差がございます。

そういうことで特別交付税におきましては、三月にならないと決定

いたしませんので、今のところ額の決定はございません。

ｏ四番（平野文活君） 今、小泉改革というようなことで地方交付税の削

減ということがやられておりまして、別府市でいうと十二年度から十

三年度との比較は、六億円を超えた減額ということになっているわけ

で、別府市にとって四百億円ちょっとの予算の中で六億円の削減とい

うのは極めて大きい、財政的にも痛手になるのではないかというふう

に思うのですね。この削減分について臨時財政対策債というものが、

またこれは二十六ページですね、二十六ページに組まれておりますが、

この対策債というのはどういう性格のものであるのか、お願いします。

ｏ財政課長（友永哲男君） お答えいたします。

臨時財政対策債につきましては、端的に申しますと、交付税が落ち

たものに対して臨時財政対策債の発行ができるということでございま

す。ちょっと申し上げますと、平成十三年度の地方財政対策において

これを見直しまして、国と地方の責任の分担を明確にするという観点、

そういうことからいたしまして、今まで国と地方が折半してもろもろ

を補てんするということになりました。そういう中で、臨時財政対策

債というのが発行されるように十三年度からなったわけでございます。

そういう中で、この臨時財政対策債の発行におきましては、当然基準

財政需要額の中に含めるということで、交付税の算入があるというこ

とでございます。要するに元利償還金相当額についてでございますが、

そういうことで臨時財政対策債につきましては、投資的経費以外の経

費につきましても充当できるということで、地方財政法の第五条の特

例ということで、現在はそういうことで改正が行われているというこ

とでございます。

ｏ四番（平野文活君） 六億円の交付税を削って、この臨時財政対策債は

合計で五億二千四百八十万円というふうに十三年度では組まれており

ますが、交付税は六億削ると、だからその分は地方で借金をしなさい

ということで、この臨時対策債というのが組まれていると思うのです

ね。地方の自立ということを言いながら、あるいは地方分権というよ

うなことを言いながら、いうなら地方をいじめるというような、そう

いう予算に十三年度も、あるいは十四年度の予算もそういう方向のよ

うでございますが、そういうやり方に対して別府市としては、どうい

うふうな見解を持っているのか。何らかの対応をしたのか、お聞かせ

願いたいと思います。

ｏ財政課長（友永哲男君） お答えいたします。
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交付税におきましては、基準財政需要額と基準財政収入額の差とい

うことでございます。まず十三年度におきましては、十二年度の国調

の人口を使っているのが十三年度から反映されております。そういう

中で、約二十項目が国調人口を使っております。人口にいたしますと、

約千七百人程度落ちてきております。そういう中で、基準財政需要額

の中で約一億一千万程度が人口の減で落ちてきております。そういう

ことで基準財政需要額、収入額の差ということで約一億程度、それか

ら先ほどから申し上げております国のそういう見直し、臨時財政対策

債の発行に伴う基準財政需要額の中におきまして、企画振興費の中の

人口を使っている分が四項目程度ございます。そういう中で、臨時財

政対策債というのが発行されてきているわけでございます。そういう

わけで先ほど議員さんが申し上げましたように、五億程度の臨時財政

対策債というのが、発行の許可が得られているというところでござい

ます。

そういう中で、先ほどからその差についてということでございます

けれども、基準は、基準財政需要額と収入額の差で約六億程度落ちて

きた。その中で五億二千万程度というのが臨時財政対策債で見込まれ

ているということでございます。そういう中で先ほどの差というのが

若干ありますけれども、人口比で計数が落ちてきた。そういうような

ことで一億一千万程度落ちたということで、私の方はとらえておりま

す。

ｏ企画財政部長（須田一弘君） この地方交付税の削減について、本市と

してどのような対応をしているかということにつきまして、お答えを

させていただきます。

地方交付税につきましては、小泉内閣のいわゆる行政改革あるいは

財政構造の改革というような中で、いち早く平成十年度から地方交付

税の切り込みということで、先ほど申されましたように率にすると約

五％の減額をされておりますが、これについては地方を通ずる全体の

財源不足を全部地方に持たせるのではなくて、そのうちの半分は国が

持とうということで、とりあえず国の方が、当面の財源がない関係で

地方の方に臨時財政対策債を発行しなさいよ、ただしそのうちの半分

につきましては、後年度にまた別に地方交付税ということでお返しし

ますから、というようなことでこの制度ができたわけでございますが、

私どもといたしましては、ただ単に地方交付税だけに目を入れて、そ

してこれをカットするということではなくて、現在、国の方でも地方

分権とか言われておりますが、これについては、権限委譲というのは

かなり進んでいるところでございますが、財源の委譲というのがほと

んど進められていないような状況でございますので、これにつきまし

て、やはり国・地方を通ずる全体の財源制度、地方に対する財源を譲

与、財源を分与するべきだというような考えのもとに、これにつきま

しては、一地方公共団体といいますのはなかなか力が弱いということ

で、本市におきましては全国市長会という全国の市で組織しておりま
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す市長会の一員となっておりますので、大分県市長会さらには九州市

長会、そして全国の市長会というふうに、私どもの考えを十分に機会

あるごとにお伝えして強く要望しているところでございます。

ｏ四番（平野文活君） 説明がありましたように、交付税をこれだけ削る

と、これだけの財源が不足するだろうから借金を認めますよ、その分

の何ぼかは後でまた交付税でお返ししますよというような仕組みです

ね。

課長にもう一つ質問しておきたいのですが、この五億二千四百八十

万円の臨時財政対策債というのを借金でしたわけですが、その時点で

もう一億の交付税との差が出ていますね。これは先ほど説明したので

わかりましたが、この借金をした五億何がしというのは、どの程度後

年度で戻ってくるというふうに見通しがあるのか、お尋ねします。

ｏ財政課長（友永哲男君） お答えいたします。

この臨時財政対策債におきましては、元利償還金につきまして、後

で基準財政需要額の中に算入されるということでございますので、今

のところ何ぼ戻ってくるというのは、今の段階ではちょっとわかりか

ねます。

ｏ四番（平野文活君） だから、ますますひどい制度だと私は思うのです

よ。交付税を六億削る、その穴埋めとして五億の借金を認めますと。

その借金の穴埋めに対して、国は十分な手当てをしない、こういうこ

とですね。ですから、そういうこの地方財政へのいうなら圧迫という

か、こういうことに対して市長会を通じてというふうなことを答弁い

たしましたが、地方分権とか地方の自立とか言いながら逆行する、改

革と言うけれども、逆行しているのではないか。これははっきりやっ

ぱり別府市としても国に物を言う必要があるのではないか、あるいは

私らは共産党として議会の決議を提案をしましたが、残念ながら採択

されませんでしたけれども、私は、議会としてもそういう意思ははっ

きり言うべきだというふうに思うのです。

地方交付税というのは、一体どういうものでしょうかね。私の理解

では、市町村によっていろいろ税収の違いがある、しかし全国どこで

も平均的な行政サービスができるようにということで交付税を財政力

に応じて配分する、そういう趣旨だと思うのですよね。ですから、そ

ういう趣旨だと平均的な行政サービスというものを、交付税の削減と

いうことは、下げなさいということにつながるのではないかと思うの

ですが、ですから、そういう交付税の趣旨からしても明確な意思を、

別府市として国に物申す必要があるのではないかというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。

ｏ企画財政部長（須田一弘君） このことにつきましては、先ほども申し

上げましたように、私どもといたしましては、一つの独立した公共団

体として、やはり何らかの形でとるべきものと思うところでございま

すが、何せそういう力関係から見ましたところ、なかなか弱い立場と

いうのは変わらないところではございますが、やはり組織を通じて今
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後もこの交付税制度の趣旨、さらには全体を通ずる、地方・国を通ず

る財源等の見直しにつきまして、十分に国の方に訴えてまいりたいと

考えておるところでございます。

ｏ四番（平野文活君） 国が、赤字国債の発行額を三十兆円以内に抑える

というようなことのしわ寄せが、こういう形になっているのですが、

国は赤字国債の発行を抑えて、地方で赤字地方債をふやしなさいと、

こういう内容ですね。ですから、これはぜひそういうやり方に対して

は強い姿勢で意思表示をするように求めて、次にいきたいというふう

に思います。

堀田温泉の問題で、特別会計の五十八ページ。これについては、先

ほどの岩男議員の質問で内容はほぼわかりましたが、私は県土木で調

査をしました。そうしたところ、県の工事のおくれということを言っ

ておりましたですね。この県の工事のおくれというのはどういう内容

なのか、もう一度お願いします。

ｏ温泉課長（安部和男君） お答えいたします。

堀田温泉の道路のおくれでございますが、昨年から県土木の方と協

議をいたしております。そのときに平成十三年十二月十八日、最終的

に私の方も行きまして、堀田温泉建設用地のところの道路の拡幅工事

はどうなるのだろうかということでお尋ねしたところでございます。

そこにおきまして、平成十四年度から建設用地の前の道路ができる当

初計画であったところ、先ほど二十三番議員さんに申し上げたように、

道路整備、入り口のところの整備を私の方は十五年一月オープンに合

わせて拡幅整備を行っていただきたいという協議もしておりました。

ｏ四番（平野文活君） 県の工事のおくれによって、大型温泉の建築のた

めの進入路ですね、建築工事のための進入路ができない、おくれてい

るというふうに聞きましたが、そういうことではないのですか。

ｏ観光経済部長（池部 光君） お答えいたします。

当初の予定では十五年の一月オープン、十四年の十二月に完成とい

うことで計画を本事業につきましてはしたわけでございます。その時

点での土木事務所との協議につきましては、堀田温泉の建設予定地か

らインターに近い横断道路の方、山手線の二斜線につきまして工事を

完了するということで協議をしてきたところでございますが、先ほど

課長からもお答えいたしましたとおり、その後、県土木の用地買収等

々の影響によりまして、山手側の二車線の道路が完成しないというこ

とで、私どもといたしましては、先ほどもお答えをいたしております

が、建設用地の進入路等につきましても工事のおくれということにな

りますので、協議する中で、堀田温泉建設予定地の一番入り口から三

百メーターぐらいですか、十四年度工事として着工していただくと。

したがいまして、先ほどからお話しいたしておりますとおり、その辺

の御協議が整いまして、来年度早々六月、七月ごろには私どもも着工

できる、こういう状況でございます。

ｏ四番（平野文活君） 私が県土木にお伺いしたところ、その大型温泉の
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予定地からずっと上に向かって横断道路につながる予定ですね。その

区間全線、十四年度中に完成と、道路の開通ですね。という予定だっ

た。ところが、先ほどの岩男議員に対する答弁では、十六年ぐらいま

でに延長というふうなお話でしたけれども、私が聞いたところ、その

十四年度中の完成はできないと今の時点では判断しているが、いつま

でかかりますかと、その見通しを聞いたところ、「その見通しが今持

てないでおります」というお話でした。ただし、今、部長も答弁しま

したように、進入路の部分、温泉の予定地の近所数百メーターですね。

「これは何とか十四年度にできる見通しです。ですから、七月か八

月かぐらいにはその進入路の確保もできそうです」というような答弁

でございましたよ。ですから、私が前の議会でも質問といいますか、

言っておきましたけれども、いわゆる堀田温泉をめぐって今裁判があ

っていますね。地元用の温泉も残してくれ。大型温泉は大型温泉でい

いけれども、というようなことで住民の運動がありますが、そういう

ーーいうならトラブルですよーートラブルとこの県道の拡幅工事のお

くれということが、何らかの関連があるのではないかというふうに私

は思っておるのですが、そういうトラブルをいつまでも置いておくと、

それこそ県にも迷惑をかけるようなことにもなりかねないのではない

かというような警告といいますか発言をしておきましたが、事態はそ

ういうふうな雲行きが見られるのではないか。ですから、進入路が確

保できれば温泉はできるでしょう。しかし、県道の開通ということに

対して、大変悪影響を与えるようなことになるのではないかなという

ふうな観測もしているのですが、そこら辺はどうですか。

ｏ観光経済部長（池部 光君） お答えいたします。

先ほどもお答えいたしましたとおり、進入路につきましては、協議

の上、私どもは工事に影響ないような形で施行していただけるという

お話をいただいております。

さらに、十六年度といいますのは、私どもはやはり完成いたします

と、上下線とも完全に拡幅が完了いたしまして交通がスムーズにいく

ということが、やはり形状の問題等を考えましたときによろしいわけ

で、そういうことを含めましてお願いをいたしております。ただ十六

年度も、これは確約というふうにできればいただきたいわけですが、

やはり今日までのおくれ等もいろいろな状況の中であるわけでござい

ますから、そういう方向で御努力をお願いしたいというお願いをして

いるところでございます。

それから、トラブルといいますか、現在裁判になっている件もござ

いますが、これにつきましては、すでに五回の裁判が行われておりま

す。私ども、管理事務所等につきましては、もうすでに補償交渉が終

わりまして、何ら県に御迷惑をかけるような状況になっておりません。

それと東温泉の部分につきましては、現在建設予定地のお宮といいま

すか、別府側の方にございますが、これにつきましても平成十四年度

に用地交渉ということでございますので、この東温泉の裁判等が今回
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のおくれに影響しているというふうには全く考えておりません。した

がいまして、十四年度にそういう県からのお話があれば的確に対応し

てまいりたい、このように考えております。

ｏ市長（井上信幸君） 先ほど来、堀田温泉につきましての御質疑がござ

いました。簡単に言うと、土木事務所の方が、当初約束どおり堀田温

泉の方から上に向かって工事を完成させると。それは十五年一月まで

に完成させるという約束でスタートしたわけです。どこでどう変わっ

たか知りませんが、先月私が報告を受けたときには、上からになって

いたというわけです、工事が。それでは、いろんな工事期間中の搬入

・搬出ができないではないか。まして約束どおりしてもらわなければ

困るではないかということを、一月に私はその旨を助役以下に指示を

いたしました、なぜそうなったのか、途中でと。そうしたら、土木事

務所の所長がかわったということですからね。そんなばかな話ないで

はないか、なぜ当初から、変わったら変わったで、その工事変更があ

ったらなぜ一々我々に報告しないのか。これが一つの要素でございま

す。そうしますと、その間に買収する予定地がなかなか応じてくれな

いので手間取りましたということなのですね。それで私どもが、それ

では工事着工するだけの体制をとってほしいという厳重な申し入れを

いたしましたら、今度、温泉を建設する区間をとりあえず着工しまし

ょうという返事が返ってきたわけです。

実施設計がおくれたということに対しては、先ほど助役からも答弁

がございましたが、いずれにしましても、逐一私どもにその報告を、

必要とすべき報告をしなかったこと自体は、私はいかがなものかとい

うことで厳重に土木事務所に申し入れをするように、このように指示

を出しております。こういう経過でございますので、ひとつ御理解を

いただきたいと思います。

ｏ四番（平野文活君） 市長が今説明しましたように、最終的におくれた

けれども、十四年度中には工事関係のところは、大型温泉の工事に支

障がないように、その部分を先に工事をする、進入路もつくりますと、

こういうことになりましたから、十三年度予算は十四年度予算に繰り

延べする結果になりましたが、いずれにしても工事ができる、こうい

うことになったわけですね。ただ問題は、なぜそういうようにおくれ

たのかと。それは今、部長も市長も言われた用地交渉の難航というも

のもある。結果的には温泉の工事はできることになったけれども、ま

だ道路の開通という点では見通しがたってない。その見通しがたって

ないのは、予算の関係でも何でもない。用地交渉の行き詰まり。それ

の開通ということについては、ではその用地交渉の合意というのは、

どの程度の見通しですかと聞いたら、それが困って、見通しがないの

ですよと、こういうような返事。ですから私は、東温泉云々という住

民の要望と、いや、市の方はこんなことはできませんという、それが

裁判にもなるというような、そういうトラブルとこの用地交渉の行き

詰まりというのが、関連性がなければいいですよ。だけれども、私は
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よくよく市の方も実態というか内容を調べていただいて、温泉はでき

たけれども道路は開通しない、いつまでも開通しないというようなこ

とでは、県ももちろん困るし市も困ると思うのです。やっぱりそこら

辺はよくよく解決方法を熟慮するということが必要だということを申

し述べまして、質問を終わります。

ｏ二十四番（原 克実君） では、補正予算について二、三点に絞って質

問をしていきたいと思います。

まず、一般会計の補正予算の中の三十六ページ、保健衛生費からお

尋ねをしたいと思います。この中に予防接種に要する経費の追加額五

百六十九万一千円、それから健康診査に要する経費の追加額三百六万

六千円が計上されておりますが、これについて説明を願いたいと思い

ます。

ｏ保健医療課長（伊南忠一君） お答えいたします。

最初のインフルエンザに要する経費の追加額でございますが、これ

は平成十三年十一月一日に予防接種法が改正になりまして、インフル

エンザを実施することとなりました。本市におきましては、十一月七

日より実施したわけでございますが、当初は見込みが、六十五歳以上

の老人が二万八千六百八十三人で、そのうち大体三割ぐらい接種する

だろうということで八千六百五人を予定しておりました。しかしなが

ら、いざ実施してみますと、十一月が七千六百七十六人、十二月が三

千四百八十一人接種しまして、合計一万一千百五十七名の接種者がご

ざいました。これは率にしますと三八・三％で、一月からまだ三月ま

でございますので、これでは不足するということで、一応見込みを一

万三千人と見まして、それに対するワクチン代の五百六十九万一千円

をお願いするものでございます。

次の健康診査委託料でございますが、健康診査には基本健康診査と

か肺がん健診とかいろいろございますけれども、昨年よりも見込みが、

検診を受ける数が多くて委託料が足りなくなり、三百六万六千円の補

正をお願いするものでございます。

ｏ二十四番（原 克実君） このインフルエンザにつきまして、当市とし

ては非常に取り組みが早かったと、このように私は思っております。

このインフルエンザというのは、六十五歳以上の高齢者が当然対象に

なると思うのですが、そのインフルエンザの予防接種の受診率が三十

数％。これは昨年の十月の国会でインフルエンザの予防の改正が、予

防接種の改正ということで国会を通過して、十一月七日からこれが施

行されたということで、取り組みが別府市としては非常に早かったと、

このように思っております。ただ、インフルエンザというのは、大体

十一月ごろから冬場に入ってから非常に猛威を振るうということで、

早目の接種ということが非常に有効だと言われておりますので、昨年

の十一月から取り組み、そして現在に至って接種をする方が非常に多

かったということで補正を組んだということでございますけれども、

この予防接種について実際これは一部個人負担があると思うのですが、
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公費がどの程度で、大体この予防接種は医者によってだんだん違うと

思うのですが、三千円から五千円ぐらい通常かかるそうなのですね。

そのうちの公費負担は何ぼで個人負担はどのくらいになるのですか。

ｏ保健医療課長（伊南忠一君） お答えいたします。

減免措置があるのでございますが、生活保護世帯とか市県民税の非

課税世帯については減免で無料となっております。それ以外の方につ

きましては、一応個人負担は千円をお願いいたしております。

公費負担……ちょっと意味がわからなかったのですが、この予防接

種につきましては、国の法に基づいて接種いたしますので、地方交付

税の算定措置になると聞いております。

ｏ二十四番（原 克実君） それが公費負担になるのですよ。ですから私

が言うのは、非課税世帯は要するに無料ということですね。課税世帯

が千円の負担でいいということですか。はい、わかりました。

ただ、別府市に六十五歳以上のインフルエンザの対象者は、現在何

名。

ｏ保健医療課長（伊南忠一君） 先ほどの当初補正予算を計上するときに

お願いしましたときには二万八千六百八十三名。これは平成十三年の

六月現在の人数でございました。現在は一月末現在で二万九千百三十

四人となっております。

ｏ二十四番（原 克実君） これは特に私たち公明党が、国会において今

回の予防に対する法令改正をしていただきたい、法律改正をしていた

だきたいということで要望したのが、昨年の十月の国会で実現したわ

けなのですよね。問題は、近年冬になると特にインフルエンザが充満

して、多くの高齢者が死亡するという痛ましい事故が多発したという

ことの中から、この予防接種は今までどちらかといえば、日本は欧米

諸国から比べて非常におくれておった。しかもワクチンの生産量も先

進国の中では最下位だった。そういう中で今回、インフルエンザのワ

クチンの有効利用というものが非常に保障されたということの中から、

幼児を含めて高齢者の予防接種ということに国が踏み切ったというの

が、この背景にあるわけですね。ですから、公費負担それから個人負

担と所得によってさまざまあると思うのですけれども、やはり特に昨

年の十一月からこの接種が始まったわけですが、特にまた新年度予算

にもかかってくることですけれども、できるだけ多くの高齢者にこれ

を周知徹底して、予防接種が、できれば一〇〇％ということはどこの

地方自治体もないかもしれませんけれども、当初一万三千人ですか、

予定しているということですけれども、できるだけ多くの方がこの予

防接種をしてインフルエンザにかからないような体制をとっていただ

きたい、このように思います。

では、次に移ります。次は一般会計の三十八ページ、清掃費の中に

ごみ減量化及びリサイクル推進に要する経費の減額というのがありま

す。三百十九万円ですが、これについて説明をお願いします。

ｏ生活環境部長（井上泰行君） お答えします。
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ごみ減量化及びリサイクルの推進に要する経費の減額の中身ですが、

資源中間処理委託料と申しまして、缶・瓶・ペットボトル、その収集

をやっているわけですが、そうした中で収集量が、最近の不況の影響

があるかどうかわかりませんが、収集量が減っておりますので、減っ

た分に対する処理料の減額ということで補正をお願いしております。

それから、資源回収奨励補助金につきましても、同じ内容で子供会

とか老人クラブとか、そういう団体が収集作業をやって有価物として

処理しているわけですけれども、そうした中で最近の市価といいます

か売価といいますか、そういうことの値下がりの影響もあるのだと思

いますが、同じく収集量が減っているというか、取扱量が減った段階

でありますので、補助金の減額という形に対応させていただいており

ます。

ｏ二十四番（原 克実君） ごみの減量ということは、やっぱり私は地方

自治体における施策の中では非常に大事なことではないかと思うので

すね。そういう中で清掃業務課としては、ごみ袋は周知徹底はしてい

るけれども、まだまだ私はリサイクルの方法、やり方、これが資源ご

みの価格が下がったからとかいうことではなくて、なぜリサイクルを

しなければいけないかということをやはり消費者の方、それから子供

会とかいろんな町内会の方に周知徹底して、その中から有効なリサイ

クル方法というものを推進する必要があると思います。ただいたずら

に予算を上げて、収集量が減ったから減額しましたというのではなく

て、やっぱりリサイクルとは何のためにするのか、なぜしなければい

かんかということをして、できるだけライフスタイル、要するに家庭

から出るごみを減量することが本来の目的でありますので、まだまだ

私は、資源ごみのリサイクル率は一〇〇％に達してないと、このよう

に思います。そしてまた、生ごみの中からも私は、まだもっともっと

リサイクルする要件というのは非常に大きなものがあると思います。

そういうところを徹底してやはり清掃業務課は今後取り組む必要があ

ると思いますので、ただ減額にこだわるのではなくて、今後の推進方

法、これについてしっかり取り組んでいただきたい、このように思い

ます。

一応一般会計は、これで終わります。

次に、特別会計の方の介護保険特別会計補正予算、この中から何点

か絞ってお尋ねをしたいと思います。

今回、補正に組まれておりますけれども、介護保険歳入歳出双方あ

りますけれども、今回、介護保険の最終補正ということになるのです

けれども、介護保険には特別徴収と普通徴収があります。この特別徴

収、普通徴収の実際決算見込額といいますか、収納額と徴収率がわか

りましたら、お知らせ願いたいと思います。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

介護保険料の収納額ということですが、予算現額に対する収納です

けれども、全体で七億三千四百九万四千円予算を組んでおりますが、
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実際七億五千九百万ほど入る計画であります。そういった中で収納率

ですけれども、調定が七億七千八百万を現在見込んでおりまして、最

終的には九七％前後と今考えております。

ｏ二十四番（原 克実君） この収納率の九七％というのは、介護保険が

始まって二年目ですけれども、大体県下の状況から見ると、この収納

率は別府はいい方ですか、悪い方ですか。その点をお尋ねします。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

昨年の例で言いますと、県下では悪い方だと思います。

ｏ二十四番（原 克実君） 課長、悪い方だと言ってもわからんですが、

県下で介護保険の徴収率のいいところは、大体どのくらいいっている

のですか。それは一番いいのは一〇〇％ですよね。十一市の中でどう

いう位置にあるか。そこをお知らせ願いたい。ｏ介護保険課長（宇都

宮俊秀君） お答えいたします。

いいところですと、九九％いっております。平均で見ますと九八％

台というふうに認識しております。

ｏ二十四番（原 克実君） そうしますと、県下では九九％近くの収納率、

別府は九七％。若干収納率が、二％ほど落ちております。そうなりますと

当然、滞納繰り越しというものが出てくると思うのですが、十三年度

末で要するに滞納繰り越し分は大体どの程度見込んでいるのか、その

点をお尋ねします。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

約二千万を見込んでおります。

ｏ二十四番（原 克実君） これは、介護保険というのは、やはり保険料

をもとにして介護保険のサービス提供をしているわけですから、でき

るだけこれが一〇〇％に近づくということが理想的ですけれども、や

はり何かの事情でやっぱり介護保険料を納められないという方もおる

と思います。こういう事情はありますけれども、できるだけ県下の平

均に近づけるような徴収率の方法を模索していただきたい、このよう

に思います。

それから、今回介護サービス費というのがずっと、ざっと計算しま

したら二億四、五千万計上されております。この介護サービス費がこ

れだけ計上されたということは、私自身は、介護保険のサービスが対

象者にある程度周知徹底できたことではないかと思うのですけれども、

この点はどうなのですかね。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

介護保険制度がスタートして間もなく二年がたとうとしております。

以前と比較しまして、介護サービスを利用する人の数、それから一人

一人の利用する介護サービスの量、それから介護サービスを提供する

事業所、こういったものがふえております。当然、今後も伸びていく

というふうに見ております。

ｏ二十四番（原 克実君） 確かに介護保険が導入されて二年目を迎えま

して、介護保険に対してのある程度の内容というものが周知徹底でき
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たということで、この介護サービス料が、給付というものがふえてき

ているということはわかります。ただ問題は、この内容はわかってお

っても仕組みのはざまの中に陥る特に高齢者、低所得者の方々は、や

はりこのサービスが受けられないという方も結構私はおると思うので

すね。だから、そういう方に対する救済措置、やはりセーフティネッ

トを張っていくことが、私は今後介護保険に課せられた大きな課題で

はないかと思うのですよね。要するに、いかにこういうことを市町村

がきめ細かな対策を講じていくかということが大事なことだと思いま

す。これは当然、介護保険のサービスを受ける方の問題ですけれども、

これは一割負担、現状あるわけですけれども、問題は保険料の問題で

すね。これについても非常にやっぱり低所得者の方は、保険料にして

もサービスの給付の一割負担にしても、なかなか受けきれないという

方が多いのですね。それで私たちも一月十五日に市長に対して、この

介護保険料の軽減ということで要望させていただきまして、新年度の

中でそれにこたえていただけると私たちは確信しているのですけれど

も、それを含めて、では今回十三年度の補正予算の中で、予算を含め

て一番最後にあります八十三ページ、基金の積み立ては十二年度、十

三年度末で大体どの程度になるのか、その二点についてお尋ねしたい

と思います。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

基金につきましては、現在、介護保険財政の安定化を図るというこ

とから、介護給付費準備基金を設置しております。そういった中で平

成十二年度から十四年度までの事業期間内の給付費の変動に対応する

ために初年度の黒字額、これを準備金として充てております。現在一

億八千六百六万七千円を保有しております。これにかかる利子を今回

減額しておりますけれども、本年度も当然黒字になれば一億一千万程

度の積み立てができると。それを積み立てた後に、次年度以降の赤字

に備えるということになろうかと思います。そうしますと、平成十四

年度ですけれども、そういった積立金ができれば当然、保険料の軽減

についても平成十四年度の実施に向け条例改正を今回の十四年度で提

案をしたいというふうに今予定をしております。

ｏ二十四番（原 克実君） 平成十四年度で保険料の軽減ということを考

えていただいているということですから、また新年度予算の方でお尋

ねをしたいと思うのですが、ここに積立金が、基金の積み立てという

ものが二億九千七百万ほど計上されている。ですから当然、将来の介

護保険の安定、または赤字ということの見込みの中で基金の積み立て

をしていくことはわかるのですけれども、この保険料を徴収したとい

うのは、やはりこれはどちらかといえば介護保険に対するサービスの

内容、または先ほど私が言いましたように、サービスを受けたくても

受けられない、そしてまた保険料が生活費に大きくのしかかるという

ような人たちについても、何らかのセーフティネットを図っていく必

要があるのではないかなと私は思います。これを厚生省も平成十五年
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度の中で見直しをしていくということですけれども、私は、こういう

はざまにおる人たちを救済するのはやはり市町村の役目だと、このよ

うに思っておりますので、今後、介護保険に対する取り組みの中でそ

ういう人たちの救済措置をひとつぜひ講じていただきたいということ

を要望して、終わりたいと思います。

ｏ一番（猿渡久子君） まず、一般会計の二十八ページ、基金積立金につ

いて質問したいと思います。

今回、基金の積立金の追加額が六億出ているわけですけれども、今、

預金の利率が大変下がっているわけですが、この基金はなるべく利率

の高いところに預けるかと思うのですけれども、今、利率の高いとこ

ろでどの程度の利率になるでしょうか。

ｏ財政課長（友永哲男君） お答えいたします。

基金の運用ということでございますが、今、普通預金におきまして

は〇・〇二％だと思います。今、私どもがお預けしている分につきま

しては、〇・三五％で基金の運用をさせていただいております。

ｏ一番（猿渡久子君） この一般会計の補正予算の五十六ページにも借入

金の償還費が出ていますけれども、これは借金の利率の高いものを返

すというものだと思うのですけれども、今、不況の中で市民生活が非

常に深刻になっています。そういう中で六億の基金を積み立てる、し

かもこれ公共事業費の基金と減債基金の積み立てですね。二つですけ

れども、こういう積み立てを六億するというよりも、やはり利率の高

い市債を繰り上げ償還するということを今も随分してきているとは思

うのですが、頑張ってしてきているとは思うのですが、さらにそれを

進めるとか、市民の要求にもっとこたえる予算に使うべきではないか

というふうに思うのですね。

私たち先日、予算要求をしまして、共産党議員団として六十七項目

の新年度予算に対する予算要求を行っていますけれども、その中にも

たくさんの市民の方の切実な要求というのを取り上げて要望している

わけですが、市民の方は今、市営住宅に入りたいという方が非常に多

いですね。あるときは一軒の市営住宅に九十人が殺到して九十倍の確

率だったということもお聞きしましたし、何度も何度も申し込むけれ

ども入れないという声もお聞きします。市営住宅に階段をつけてほし

いとか学校の改修とか、道路がでこぼこで、よくしてほしい、側溝を

よくしてほしい、あるいはこの四月から学校が週五日制になりますが、

学童保育の要求や三十人学級の要求などなど本当に切実な要求があり

ますので、これだけ余るということがわかっているのであれば、早い

時期にもっと市民生活の方に使うということができなかったのか、そ

の辺やはり疑問に感じるわけです。繰り上げ償還をさらに進めるとい

う点について、どうでしょうか。

ｏ財政課長（友永哲男君） お答えいたします。

繰り上げ償還ということで、今回の補正の方で一億七千百万ほど上

げさせていただいております。そういう中で私どもといたしましては、
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本年度では一億七千万でございますが、昨年度におきましても繰り上

げ償還を五千六百万ほど行っております。そのまた前でございますが、

平成十年度におきましても六千五百万、平成九年度におきましても四

千九百万程度ということで、繰り上げ償還につきましては順次私ども

計画的にやっているところでございます。今回の補正につきましては、

利率の高い、四・四％から四・九％のところの単独事業のものにつき

まして、三件ほど繰り上げ償還をさせていただいたということでござ

います。

今後におきましても当然、私どもは、繰り上げ償還というものは考

えていかないといけないというふうには考えております。

ｏ企画財政部長（須田一弘君） 基金の有効な活用ということの点につき

まして、答弁をさせていただきます。

今回の基金の積立金の主な理由と申しますのは、年度の末でござい

ますので、決算見込みによりまして三月補正の前に財政課長査定とい

うことがあるわけでございますが、その中で本当にもう必要ではなく

なったというもののみを減額をいたしておるところでございまして、

この中には、主な経費といたしましては工事の請負や、あるいは入札

の関係で工事の減額、あるいは特別会計の減額もありますし、さらに

歳入におきましては若干の追加額をいたしておるところでございまし

て、このような歳入歳出におきますところの年度末の決算見込みによ

りまして、今回六億円を積み立てさせていただいたところでございま

して、基金の今後の取り扱いといいますか、これにつきましてはまた

新年度でも御説明を申し上げるところでございますが、ただいまそう

いう御質問がありましたので、この場をお借りしまして新年度におき

ますところの基金の取り扱いも若干触れさせていただきたいと思いま

すが、これにつきましては先ほど来申し上げておりますが、非常に景

気が停滞している中で市税さらには地方交付税が非常に減っている中

で、別府の地域の経済をどのように活性化させていくかということで、

これにつきましては市長からの強い指示もありまして、これまで積み

立ててまいりました基金を思い切って取り崩しまして、そして緊急性

あるいは必要性、さらには市民生活への密着度合い等々を十分に勘案

しながら、今回新年度に向けましては道路関係とか、あるいは公営住

宅関係とか学校建設関係、その他、中小企業対策等の面におきまして

十分に基金を活用させていただくということで、新年度はそのような

形で進めてまいりたいと考えているところでございます。

ｏ一番（猿渡久子君） では、特別会計の介護保険会計の八十二ページ、

介護サービス費について質問をいたします。

この介護サービス費の追加額が二億四千万ほど出ているわけですけ

れども、これは計画に対して当初予算がかなり少なかったわけですけ

れども、八二％ほどだったと思うわけですが、市民の皆さんが払う、

六十五歳以上の方が払う保険料というのは、当初の計画に基づいて積

算をされているわけですね。十三年度の給付見込額、計画の給付見込
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額というのは幾らだったか、答弁をお願いいたします。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

平成十三年度の保険給付費の総額は、五十六億五千九百万円を今見

込んでおります。

ｏ一番（猿渡久子君） 当初の計画ですよ。積算の介護保険料の第一号保

険者の保険料の積算の根拠になった十三年度の計画の額は幾らでしょ

うか。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

平成十二年度に、三カ年の事業計画を立てました。その際、平成十

三年度で保険給付費の見込額というのを出しております。それは、六

十五億四千九百十六万六千円でございます。

ｏ一番（猿渡久子君） 一期目の計画をつくったときですね。十二年度、

十三年度、十四年度でその給付見込額を上げて、そしてそれをもとに

三千二百十二円という別府市の介護保険料が出てきたわけですね。そ

の保険料を今皆さんは払っているわけですが、そのときの計画は、六

十五億四千九百万の介護サービスの給付があるだろうということを見

込んで三千二百十二円の額が出てきたわけですけれども、今回、補正

をして加えまして五十四億九千万ほどですか、そういう額が出てきて

いるわけですが、この額は、計画の六十五億五千万に対して八三・八

％ほどになるわけです。だから当初の予算よりも給付がふえた、サー

ビスがふえたとは言いましても、当初の予算が非常に少なかったわけ

で、計画から比べると八三・八％ほどしかサービスが利用されてない

わけですよね。だから私は、これはサービスの利用が少ないと言える

と思うのですね。このサービスの利用が少ない理由をどういうふうに

考えていらっしゃいますでしょうか。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） お答えいたします。

当然、制度が始まって二年程度しかたっておりませんので、浸透し

てない、普及してないという部分があろうかと思いますが、最近では

着実に伸びております。利用の形態も、かなり変わってきております。

そういった関係で、今後とも給付についてはふえるというふうに見込

んでございます。

ｏ一番（猿渡久子君） 給付をふやしていかないといけないわけですけれ

ども、私は、利用者の方の声をお聞きしますと、利用が少ないのは利

用料が高いからということが一つ大きいと思うのです。だからこの利

用を広げるために利用料の減免というのが必要だと思います。例えば、

この中に福祉用具の経費の追加額が出てきていますけれども、この福

祉用具についても、一たん立てかえないといけないわけですね。後か

ら九割が戻ってくるという制度ですけれども、その立てかえが大変と

いうこともあるわけで、私どもは立てかえないで済むように受領委任

払いをということもずっと言ってきましたので、そのあたりでやはり

利用しやすいサービスになるように、保険料だけ払ってサービスは利

用できないということがないように、やはり制度の改善をしていくべ
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きかと思います。その辺、利用料が高いからだと私は考えるわけです

が、いかがでしょうか。

ｏ介護保険課長（宇都宮俊秀君） 利用料は高いかということでございま

すが、制度の中で負担が一割というふうになっておりますので、それ

以外、例えば高額になりましたら、高額介護サービス費の支給をした

り、それから以前ホームヘルプサービスを使っておった方につきまし

ては、利用料を軽減しております。そういった関係でいろんな制度を

取り入れておりますので、現段階で「高い」とか「安い」とかいうふ

うに思っておりません。

ｏ一番（猿渡久子君） 高いというのは、特に低所得者の方にとって利用

しにくい状況があると思うので、その辺は全国のたくさんの自治体で

もう利用料の減免制度というのをつくっていますので、それは別府市

としてもそういう努力をするべきではないかというふうに思います。

ｏ議長（三ヶ尻正友君） ほかに質疑もないようでありますので、以上で

質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

上程中の全議案を各常任委員会及び関係特別委員会に付託し、それ

ぞれの委員会においてさらに検討することにいたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ｏ議長（三ヶ尻正友君） 御異議なしと認めます。

よって、上程中の全議案を各常任委員会及び関係特別委員会に付託

することに決しました。

各委員会の付託区分につきましては、お手元に議案付託表を配付い

たしてありますので、これにより審査をお願いいたします。 以上で、

本日の議事は終了いたしました。

あす二十八日から三月四日までの五日間は、委員会審査及び休日等

のため本会議を休会とし、次の本会議は三月五日定刻から開会いたし

ます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後零時 三分 散会
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